
保育所等に通っていない

0歳6ヶ月～満3歳未満が
対象

月10時間までの範囲で
時間単位で利用が可能

１時間３００円で
利用可能

※事業所により異なります

申請に必要な書類や手続きの流れについて、右記の２次元コードから
仙台市ホームページをご確認ください。
（仙台市ホームページからつうえんポータルへアクセスできます）
※認定申請は、住民票所在地の自治体で行ってください。

利用の認定を受けると、「アカウント発行のお知らせ」という件名
の メールが届きます。メール内に記載されているURLをクリックし、
パスワードのリセット申請をしてください。

その後、もう1通「パスワードリセットのご案内」という件名のメール
が届きます。
メール内に記載しているURLをクリックし、パスワードをリセットして
ください。

パスワードのリセットが完了すると、その画面からそのままログインする
ことができます。

右の2次元コードからも
ログイン画面にアクセスできます。

ログイン後、希望する施設を検索し、 初回面談の予約を
してください。

認定申請受付中です！



仙台市こども若者局認定給付課

022-214-8655 受付時間 8：30～17：00（土日祝・年末年始を除く）

kod006161@city.sendai.jp

パスワードリセットのメールが届きません。

迷惑メールフォルダを確認してください。また、パスワードリセット申請時に入力したメールアドレスが登録時と異な

る可能性があります。登録した可能性のある別のメールアドレスをお試しください。

パスワードを忘れてしまったのですが。

ログイン画面にある 「パスワードをお忘れの方はこちら」 をクリックし、手順に沿ってパスワードのリセットを行ってくだ

さい。

生後6ヶ月未満でも予約はできるのか？

利用申請と初回面談の予約は可能ですが、施設の利用予約はできません。
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